
療
と
医
療
保
険
は
専
門
用
語
や
制
度
、

統
計
が
入
り
乱
れ
、迷
路
に
陥
り
そ
う

に
な
る
。解
説
や
最
新
デ
ー
タ
を
盛
り
込
む

簡
便
な
座
右
の
書
が
欲
し
い
。そ
の
1
冊
が『
図

表
で
見
る
医
療
保
障
』だ
。

 

医
療
費
は
高
い
か
低
い
か

　

健
康
保
険
組
合
連
合
会
で
は
、企
画
部
社
会

保
障
研
究
グ
ル
ー
プ
の
編
集
で
毎
年
度『
図
表

で
見
る
医
療
保
障
』を
刊
行
し
て
い
る（
ぎ
ょ

う
せ
い
発
行
、本
体
2
7
0
0
円
+
税
）。最
新

の『
平
成
30
年
度
』版
を
拾
い
読
み
し
て
み
た
。

　

国
民
医
療
費
は
2
0
1
6
年
度
で
約
42
・
2

兆
円（
実
績
見
込
み
）。巨
額
に
は
違
い
な
い
が
、

先
進
国
と
の
比
較
で
は
ど
う
か
。

　

各
国
の
統
計
方
法
の
違
い
を
補
正
し
た
経

済
協
力
開
発
機
構（
O
E
C
D
）の「
医
療
支

出
の
国
際
比
較
」（
16
年
）が
載
っ
て
い
る
。国

内
総
生
産（
G
D
P
）に
占
め
る
医
療
支
出
の

割
合
は
、日
本
10
・
9
％
で
、加
盟
35
カ
国
中
、

米
国
、ス
イ
ス
、ド
イ
ツ
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、フ

ラ
ン
ス
に
次
い
で
6
位（
1
人
当
た
り
医
療

費
は
約
4
5
1
9
ド
ル
で
15
位
）。

　

こ
の
数
年
で
、順
位
は
10
位
以
下
か
ら
急

上
昇
し
た
。そ
の
理
由
は
、O
E
C
D
の
新
基

準
で
14
年
以
降「
長
期
医
療（
保
健
）サ
ー
ビ

ス
の
範
囲
が
拡
大
し
、わ
が
国
の
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
の
多
く
が
含
ま
れ
る
」た
め
だ
。こ

の
説
明
抜
き
に
順
位
の
変
動
を
強
調
す
る
メ

デ
ィ
ア
や
識
者
も
少
な
く
な
い
。

　

社
会
保
障
費
全
体
の
国
際
比
較
も
紹
介
さ

れ
、O
E
C
D
基
準
の「
社
会
支
出
」で
、日
本

は
約
1
1
9
兆
円
、
対
G
D
P
比
22
・
4
％

（
15
年
度
）。欧
米
諸
国
と
比
べ
群
を
抜
く
高

齢
化
率
27
％
を
勘
案
す
る
と
、先
進
国
の
中

で
社
会
支
出
は「
比
較
的
低
い
水
準
」と
あ
る
。

医
療
費
の
膨
張
も
主
因
は
高
齢
化
で
、欲
を

言
え
ば
、各
国
の
高
齢
化
率
の
差
を
補
正
し

た
比
較
も
欲
し
い
。

 

保
険
料
は
高
い
か
低
い
か

　

国
民
医
療
費
は
、保
険
料
、公
費
、患
者
負

担
で
賄
わ
れ
る
。

　

1
9
9
0（
平
成
2
）
年
か
ら
2
0
1
5

（
同
27
）年
へ
財
源
割
合
の
推
移
は
、保
険
料
が

総
額
の
56
・
4
％（
う
ち
事
業
主
負
担
24
・
5

％
）か
ら
48
・
8
％（
同
20
・
6
％
）に
シ
ェ
ア
を

落
と
し
た
。公
費
は
31
・
4
％
か
ら
38
・
9
％

へ
大
き
く
伸
び
、患
者
負
担
は
12
・
1
％
か
ら

11
・
6
％
と
漸
減
し
た（
毎
年
1
％
未
満
の「
そ

医
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複雑な「医療」を
読み解く

『図表で見る医療保障』

　

　



図表　医療提供体制の各国比較（2016年）

日  本 16．2 13．2 2．4 11．0 51．7 107．1

ドイツ 7．6 8．1 4．1 13．3 30．5 35．3

フランス 5．7 6．1 3．4 10．2 12．6 16．6

イギリス 6．0 2．6 2．8 7．9 6．1 8.0

アメリカ 5．5 2．8 2．6 11．3 39．0 40．9

スウェーデン 5．7  2．4 4．2 11．1 14．7 20．4

平均在院
日数

千人当たり
病床数

千人当たり
医師数

千人当たり
看護師数

百万人当たり
MRI

百万人当たり
CT国　名

注） 原図を一部省略、数値は2014～16年時点が混在、独のＭＲＩ、ＣＴは病院
 保有のみ。

の
他
」財
源
あ
り
）。公
費
は
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
代
表
さ
れ
る
高
齢
化
に
伴
う
国
と

地
方
自
治
体
の
補
助
の
増
大
を
示
す
。

　

保
険
料
率（
額
）は
、健
保
組
合
9
・
03
％
、

協
会
け
ん
ぽ
10
・
0
％
、共
済
組
合
9
・
24
％
、

国
保
は
1
人
当
た
り
8
・
4
万
円（
15
年
度
）。

　

社
会
保
険
方
式
で
皆
保
険
の
ド
イ
ツ
で
は

一
般
制
度
の
保
険
料
率
が
14
・
6
％（
労
使
折

半
）、フ
ラ
ン
ス
で
は
同
13
・
64
％（
う
ち
事
業

主
負
担
12
・
89
％
）。

　
「
説
明
」に
よ
る
と
、ド
イ
ツ
で
も
出
産
手

当
金
、母
性
保
護
等
の
保
険
に
な
じ
ま
な
い

給
付
を
次
第
に
公
費
負
担
に
移
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
労
働
者
の
発
言
力
の
強
さ
、

間
接
税
の
割
合
の
高
さ
な
ど
か
ら
事
業
主
負

担
の
割
合
が
高
い
、と
い
う
。

　

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、フ
ラ
ン
ス

に
は
主
に
伝
統
的
な
共
済
組
合
に
よ
る
補
足

医
療
保
険
が
あ
る
。任
意
な
が
ら
国
民
の
9

割
強
が
加
入
し
、と
く
に
民
間
企
業
は
16
年

か
ら
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
、労
使
折
半
で

保
険
料
を
納
め
る
。窓
口
負
担
は
実
質
的
に

大
き
く
軽
減
さ
れ
、公
的
保
険
対
象
外
部
分

が
多
い
歯
科
治
療
も
受
け
や
す
い
。

　

最
近
で
は『
健
保
連
海
外
医
療
保
障
』（
18

年
9
月
）で
柴
田
洋
二
郎
・
中
京
大
学
准
教
授

が
、こ
の
詳
細
を
報
告
し
て
い
る
。

 

医
療
職
と
器
機
は

 

多
い
か
少
な
い
か

　

日
本
の
医
療
提
供
体
制
の
特
徴
は「
多
い
・

長
い
・
少
な
い
」と
評
さ
れ
る
。そ
の
裏
付
け

も
簡
潔
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

人
口
千
人
人
当
た
り
の
病
床
数
は
日
本
の

13
・
2
床
、ド
イ
ツ
の
8
・
1
床
や
フ
ラ
ン
ス

の
6
・
1
床
は
ま
だ
近
い
方
で
、イ
ギ
リ
ス
や

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
2
床
台
に
す
ぎ
な
い
。

　

平
均
在
院
日
数
は
、日
本
の
16
・
2
日（
一

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
・
大
学
院
の

教
授
を
経
て
、一
般
財
団
法
人
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
振
興
会
理
事

長
。財
務
省「
財
政
制
度
等
審
議
会
」委
員
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ「
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・

ジ
ャ
パ
ン
」副
会
長
も
務
め
る
。

般
病
床
）と
比
べ
他
の
先
進
国
は
全
て
一
桁

に
と
ど
ま
る
。人
口
千
人
当
た
り
医
師
数
、看

護
師
数
と
も
西
欧
主
要
国
に
大
き
く
水
を
あ

け
ら
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
病
床
数
が
多
く
、在
院
期
間
は
長
く
、

そ
の
た
め
病
床
当
た
り
の
医
師
や
看
護
師
が

さ
ら
に
手
薄
に
な
る
。

　

病
床
数
は
少
な
い
ほ
ど
、入
院
期
間
が
短

い
ほ
ど
良
い
わ
け
で
は
な
い
。在
宅
医
療
・
介

護
の
支
え
で
自
宅
や
福
祉
施
設
で
療
養
で
き

な
い
か
、退
院
後
の
受
け
入
れ
先
が
な
い
た

め
に
入
院
が
長
引
い
て
い
な
い
か
、と
い
う

積
年
の
宿
題
で
あ
る
。

　

人
口
百
万
人
当
た
り
M
R
I（
磁
気
共
鳴

画
像
化
装
置
）は
51
・
7
台
を
数
え
、ド
イ
ツ

30
・
5
台
、フ
ラ
ン
ス
12
・
6
台
に
比
べ
際
立
っ

て
多
い
。同
じ
く
C
T（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
断

層
撮
影
装
置
）も
1
0
7
・
1
台
と
断
ト
ツ
で

あ
る（
図
表
参
照
）。

　

ど
こ
で
で
も
精
密
な
検
査
を
受
け
ら
れ
る

利
点
は
あ
る
に
せ
よ
、病
院
間
の
役
割
分
担

や
費
用
対
効
果
の
両
面
か
ら
見
直
す
べ
き
重

い
宿
題
だ
。
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